
 自死問題支援者法律相談制度の実施について 

平成２５年１２月から実施開始！ 

弁護士会 

登録弁護士 

支援者 

自死の危険の高い人 

①電話での申込 

ex 家族 
  自治体職員 
  専門職 
  その他 （相談・助言） 

③４８時間内に電話連絡 

④面談相談 

②選任 支援 

（場合によっては専門職立会い） 


